
実　技　試　験

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は２０問、解答はすべて記述式です。

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる

語句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入して

ください。また、語群の語句にそれぞれ番号が付してある場合は、その番号

を記入してください。

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われ

る語句・数値・記号を記入してください。

・ 試験問題については、特に指示のない限り、平成２０年４月１日現在施行の

法令等に基づいて解答してください。
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【第１問】下記の設例に基づき、次の各問（問１）～（問１０）について解答しなさい。

＜設例＞

山岡家は、夫婦ともに会社員の共働き世帯である。妻の美代さんは近々、第二子の出産を控えてい

るが、第一子のときと同様、出産後も現在の会社で仕事を続ける予定である。家族が増えるのを機

に、山岡さん夫婦はマンションの購入を希望しているが、住宅ローン返済に加え、先々２人の子ど

もの教育費が重なることを考えると不安もある。そこで、今後のライフプランについて、ＦＰで税

理士でもある山本さんに相談することにした。なお、下記のデータはいずれも平成２０年９月１日

現在のものである。

［家族構成］

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考

山岡　信夫 本人 昭和４８年８月１５日生まれ ３５歳 会社員

　　　美代 妻 昭和４９年６月　７日生まれ ３４歳 会社員

　　　良夫 長男 平成１７年５月　３日生まれ 　３歳 保育園児

［山岡家の収入］

信夫さん：年収６３０万円（税込み）

美代さん：年収５００万円（税込み）

［自宅］

現在は賃貸マンション。できるだけ早い時期に物件価格４,０００万円程度のマンションの購入を

希望している。購入時には、信夫さんの両親から８００万円の資金贈与を受ける予定である。

［職歴］

信夫さん：     平成８年４月１日にＷＡ物産に入社、現在に至る。今のところ転職の予定はない。

美代さん：     平成９年４月１日にＷＡ物産に入社、現在に至る。出産後もＷＡ物産で働く予定である。

［山岡家の金融資産残高（時価）］　合計１,２００万円

名義 商品名 残高

銀行預金（普通預金） １００万円

銀行預金（定期預金） ２００万円

ＮＮ社株式 １４０万円
信夫さん

投資信託 １６０万円

銀行預金（普通預金） ２０万円

銀行預金（定期預金） １９０万円

一般財形貯蓄 １８０万円
美代さん

財形住宅貯蓄 ２１０万円

［その他］

現在、山岡家に負債はない。
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問１

　山岡さん夫妻は、信夫さんの両親からマンション購入のための資金贈与を受けて、新築マンションを

購入するつもりである。この場合のマンション購入直前（両親からの資金贈与を受けた後とする）およ

び購入直後（住宅ローン返済が開始する前とする）の山岡家の個人バランスシートを作成し、表中の空

欄（ア）～（エ）の金額を計算して、その額を解答欄に記入しなさい。なお、山岡家の資産および負債

は設例に記載されたもの以外にはなく、かつ両親からの贈与に係る資金以外の増減はないものとする。

また、作成に当たっては、下記の＜バランスシート作成上の条件＞を反映させ、両親からの資金贈与に

対する贈与税は考慮しないものとする。

＜バランスシート作成上の条件＞

・ マンションの購入価格は４,０００万円、購入直後の時価は３,２００万円とする。

・ 引越し代も含めた購入時の諸費用は２５０万円とする。

・ 信夫さん名義の定期預金２００万円、美代さんの財形住宅貯蓄２１０万円、信夫さんの両親か

らの贈与額８００万円を自己資金として購入資金（諸費用２５０万円を含む）の一部に充当し、

不足分は住宅ローンを組むこととする。

・ 信夫さんの両親からの贈与額８００万円は、購入直前では信夫さんの普通預金に含める。

・ 美代さん名義の金融商品についても資産に含める。

・ 設例記載の金融資産および上記の資産以外の資産は考慮しないものとする。

＜マンション購入直前＞ （単位：万円）

（資産） （負債）

負債合計 ×××

（純資産残高） （ イ ）

資産合計 （ ア ） 負債・純資産合計 ×××

＜マンション購入直後＞ （単位：万円）

（資産） （負債）

負債合計 ×××

（純資産残高） （ エ ）

資産合計 （ ウ ） 負債・純資産合計 ×××
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問２

　信夫さんは長男の良夫くんの大学進学資金として、現在の３歳から１８歳までの１５年間で積立てを

行い、それを１８歳から毎年１００万円ずつ４年間で受け取りたいと考えている。そこで、今後１５年

間の毎年の積立額がいくらになるか、下記の係数表を用いて計算し、その額を解答欄に記入しなさい。

解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。なお、積立期間中の運用利率は

年１％とし、１８歳からの運用利率は年３％とする。また、計算過程および解答では万円未満は四捨五

入するものとし、税金等は考慮しないこととする。

＜係数早見表（年利３.０％)＞

終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

１年 １.０３０ ０.９７０９ １.０００００ １.０３０００ １.０００ ０.９７１

２年 １.０６１ ０.９４２６ ０.４９２６１ ０.５２２６１ ２.０３０ １.９１４

３年 １.０９３ ０.９１５１ ０.３２３５３ ０.３５３５３ ３.０９１ ２.８２９

４年 １.１２６ ０.８８８５ ０.２３９０３ ０.２６９０３ ４.１８４ ３.７１７

５年 １.１５９ ０.８６２６ ０.１８８３５ ０.２１８３５ ５.３０９ ４.５８０

６年 １.１９４ ０.８３７５ ０.１５４６０ ０.１８４６０ ６.４６８ ５.４１７

７年 １.２３０ ０.８１３１ ０.１３０５１ ０.１６０５１ ７.６６３ ６.２３０

８年 １.２６７ ０.７８９４ ０.１１２４６ ０.１４２４６ ８.８９２ ７.０２０

９年 １.３０５ ０.７６６４ ０.０９８４３ ０.１２８４３ １０.１５９ ７.７８６

１０年 １.３４４ ０.７４４１ ０.０８７２３ ０.１１７２３ １１.４６４ ８.５３０

１５年 １.５５８ ０.６４１９ ０.０５３７７ ０.０８３７７ １８.５９９ １１.９３８

２０年 １.８０６ ０.５５３７ ０.０３７２２ ０.０６７２２ ２６.８７０ １４.８７７

２５年 ２.０９４ ０.４７７６ ０.０２７４３ ０.０５７４３ ３６.４５９ １７.４１３

３０年 ２.４２７ ０.４１２０ ０.０２１０２ ０.０５１０２ ４７.５７５ １９.６００

※上記の係数表の数値は正しいものとする。

＜係数早見表（年利１.０％)＞

終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

１年 １.０１０ ０.９９０１ １.０００００ １.０１０００ １.０００ ０.９９０

２年 １.０２０ ０.９８０３ ０.４９７５１ ０.５０７５１ ２.０１０ １.９７０

３年 １.０３０ ０.９７０６ ０.３３００２ ０.３４００２ ３.０３０ ２.９４１

４年 １.０４１ ０.９６１０ ０.２４６２８ ０.２５６２８ ４.０６０ ３.９０２

５年 １.０５１ ０.９５１５ ０.１９６０４ ０.２０６０４ ５.１０１ ４.８５３

６年 １.０６２ ０.９４２０ ０.１６２５５ ０.１７２５５ ６.１５２ ５.７９６

７年 １.０７２ ０.９３２７ ０.１３８６３ ０.１４８６３ ７.２１４ ６.７２８

８年 １.０８３ ０.９２３５ ０.１２０６９ ０.１３０６９ ８.２８６ ７.６５２

９年 １.０９４ ０.９１４３ ０.１０６７４ ０.１１６７４ ９.３６９ ８.５６６

１０年 １.１０５ ０.９０５３ ０.０９５５８ ０.１０５５８ １０.４６２ ９.４７１

１５年 １.１６１ ０.８６１３ ０.０６２１２ ０.０７２１２ １６.０９７ １３.８６５

２０年 １.２２０ ０.８１９５ ０.０４５４２ ０.０５５４２ ２２.０１９ １８.０４６

※上記の係数表の数値は正しいものとする。
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問３

　信夫さんは、マイホームを取得するまでに、火災保険の補償についても確認しておこうと思っている。

そこで、現在加入している火災保険証券を用いて、ＦＰの山本さんに説明を受けることにした。信夫さ

んが契約している火災保険に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、適切なものには○、不適切なも

のには×を解答欄に記入しなさい。

＜資料・火災保険証券＞

○○○○火災保険 契約日　平成１９年１月１１日

証券番号 ××××××××××保険種類：

住宅総合保険

ご契約者

〒○○○－○○○○

○○県○○市１１１１－１０１ 物件：住宅
保険期間

平成１９年１月１１日午後４時から

平成２１年１月１１日午後４時まで２年間

山岡　信夫　様 払込方法：一時払い

初回口振

払込期日：

１月の振替日

地震保険

期間

地震保険は契約していません

保険の目的の所在地 契約者住所に同じ 区分 保険金額（千円） 保険料（円)

建物の構造用法 鉄筋コンクリート陸屋根地上４階建共同住宅 基本契約 ６０００ １０２００

個人 １００００ ５１６０賠償責任

借家人 １００００

修理費用 １０００

被保険者 契約者に同じ 級別Ａ

合計保険料 １５３６０

専有

延面積

価協評価額（千円） 約定割合（％） 保険金額（千円）

７６ｍ2 ６０００ １００ 基本 地震

保険の目的 家財

６０００

特記事項

特約条項 価協家財新価１００％　初回保険料口座振替 個賠被保険者 契約者に同じ

※保険証券様式・保険料などは例示であり実際とは異なります。

（ア）この契約の場合、地震保険金額は最大３００万円に設定することができる。

（イ）価額協定保険特約が付帯された契約であるため、再調達価額基準で保険金が支払われる。

（ウ）盗難による建物の破損被害にも、保険金が支払われる。

（エ）床上浸水や土砂崩れなど、水害による被害に対して保険金は支払われない。
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問４

　信夫さんは、信夫さんの両親からマンション購入時に住宅資金の贈与を受ける際に、「相続時精算課

税制度」を利用したいと考えている。この制度に関する次の（ア）～（ウ）の記述のうち、正しいもの

には○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

（ア）贈与を受ける者の年齢は、贈与の年の１月１日時点で判定する。

（イ）父と母のそれぞれから贈与を受ける場合、父からの贈与について「相続時精算課税制度」を選択

適用するのであれば、母からの贈与についても同様に「相続時精算課税制度」を選択適用しなけ

ればならない。

（ウ）親からの贈与については「相続時精算課税制度」、祖父母からの贈与については「暦年単位課税

制度」を適用するには、贈与税の申告を別々に行わなければならない。

問５

　美代さんは、友人の夫が以前に交通事故で死亡したことから不安になり、信夫さんが交通事故により

死亡（即死）した場合の損害賠償額の仕組みについて、ＦＰの山本さんに質問した。下記の＜条件＞お

よび＜資料＞に基づいて、自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）の支払基準に照らして算出した信夫

さんの損害額はいくらになるか。なお、計算過程および解答では万円未満を切捨てとし、解答に当たっ

ては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

＜条件＞

・ 信夫さんは３５歳で死亡したものとする

・ 信夫さんの事故前１年間の収入額：６３０万円

・ 信夫さんの年間生活費：１８０万円

・ 葬儀費用：１００万円（必要かつ妥当な実費として立証済み）

・ 信夫さんの過失割合：０％

・ 遺族は妻の美代さんおよび子ども２名とする（子どもは信夫さんの被扶養者となっている）
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＜資料＞

[自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）の「支払限度額と請求できる損害額の範囲」］

１．葬儀費

（１）葬儀費は、６０万円とする。

（２）立証資料等により６０万円を超えることが明らかな場合は、１００万円の範囲内で必要かつ

妥当な実費とする。

２．逸失利益

　逸失利益は、事故前１年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額＜別表Ⅲ＞の

年相当額のいずれか高い額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年

数のライプニッツ係数＜別表Ⅰ＞を乗じて算出する。

３．死亡本人の慰謝料

　死亡本人の慰謝料は３５０万円とする。

４．遺族の慰謝料

　慰謝料の請求権者は、被害者の父母（養父母を含む。）、配偶者および子（養子、認知した子お

よび胎児を含む。）とし、その額は、請求権者１人の場合には５５０万円とし、２人の場合には

６５０万円とし、３人以上の場合には７５０万円とする。

　なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に２００万円を加算する。

＜別表Ⅰ＞

ライプニッツ係数

年齢 就労可能年数 係数

３０歳 ３７年 １６.７１１

３１歳 ３６年 １６.５４７

３２歳 ３５年 １６.３７４

３３歳 ３４年 １６.１９３

３４歳 ３３年 １６.００３

３５歳 ３２年 １５.８０３

３６歳 ３１年 １５.５９３

３７歳 ３０年 １５.３７２

３８歳 ２９年 １５.１４１

３９歳 ２８年 １４.８９８

４０歳 ２７年 １４.６４３

＜別表Ⅲ＞

年齢別平均給与額（平均月額）

年齢 男子 女子

３０歳 ３６１,８００円 ２８９,４００円

３１歳 ３７４,１００円 ２９４,７００円

３２歳 ３８６,４００円 ３００,１００円

３３歳 ３９８,０００円 ３０１,９００円

３４歳 ４０９,６００円 ３０３,７００円

３５歳 ４２１,３００円 ３０５,５００円

３６歳 ４３２,９００円 ３０７,３００円

３７歳 ４４４,５００円 ３０９,１００円

３８歳 ４５０,５００円 ３０７,９００円

３９歳 ４５６,６００円 ３０６,８００円

４０歳 ４６２,６００円 ３０５,６００円

＜別表Ⅱ＞

全年齢平均給与額（平均月額）

男子 ４１５,４００円

女子 ２７５,１００円
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問６

　信夫さんは、追加型株式投資信託を毎月定時定額で購入している。先日、取引を行っている証券会社

から、次のような取引の明細が郵送されてきた。この取引を行った直後（約定日）の評価額を計算し、

その金額を解答欄に記入しなさい。なお、計算過程では小数点以下の処理を行わず、解答で小数点以下

が生じるときは切捨てとし、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

＜ＸＱＬ株式オープン＞

取引の明細

約定日

２００８年１月２５日

受渡日

２００８年１月２８日

受渡累計額　　　　　　　２,１６０,０００円

今月の取引後残高　　　　１,５７３,５２５口

受渡金額 ３０,０００円 取引前 １３,９４５.２７円

約定金額（１万口当たり） １２,２５６円

１万口当たり

取得元本 取引後 １３,７２７.１４円

取引数量 ２４,４７７口
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問７

　信夫さんの勤務先では、平成２１年４月から従来の企業年金制度（信夫さんは入社時より加入してい

る）を全面的に廃止し、企業型確定拠出年金制度に移行する予定である。先日、制度の導入説明会にお

いて、次のような制度内容を要約した＜資料＞が配布された。この内容に関する次の記述のうち、最も

適切なものはどれか。

＜資料＞

＜確定拠出年金制度のポイント＞

１．加入対象者

全従業員。

２．掛金額

規約に基づく額。ただし、月額の上限は、法令に定める上限額とする。

３．過去勤務分の取り扱い

確定拠出年金制度に１００％移行する。

４．運用商品の選定・提示

定期預金、満期時の元本が保証された生命保険・損害保険、投資信託の中から、運営管理機関

が法令に基づいて選定、提示する。

５．受給権

勤続３年以上。

６．事務費

（省略）

７．老齢給付金・障害給付金

・ 年金による給付

・ 一時金による給付

・ 両者の併用

８．運営管理機関

××銀行株式会社

９．資産管理機関

××サービス株式会社

１．現在の法令においては、信夫さんの勤務先が拠出する掛金の上限は、月額３６,０００円である。

２．仮に、信夫さんが転職して、転職先が確定給付型企業年金制度はあるが企業型確定拠出年金制度の

ない会社である場合、現在の会社での積立金を国民年金基金連合会に移換し、信夫さんが掛金を拠

出して個人型確定拠出年金を継続することが可能である。

３．信夫さんが、仮に今後、自営業者（国民年金の第１号被保険者）として独立した場合、現在の会社

における確定拠出年金の積立金を個人型確定拠出年金に移換し、信夫さんが掛金を拠出して運用を

継続することが可能である。

４．信夫さんは希望すれば、６０歳より前に確定拠出年金の老齢給付を受けることができる。
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問８

　山岡さん夫妻は、購入を希望しているマンションの広告を集め、検討している。下記の＜資料＞は新

築分譲マンションの広告の一部である。広告の内容等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど

れか。

＜資料＞

新築分譲マンションの物件概要（予告）●所在地／△市×町１－２－３（地番）●交通／ＪＲ×線

△△駅下車徒歩１０分●総戸数／１２０戸●予定最多価格帯／３,５００万円台●予定販売価格／

３,１００万円台～４,７００万円台●構造・規模／鉄筋コンクリート造地上８階建●用途地域／第

一種中高層住居専用地域●地目／宅地●容積率３００％●建ぺい率６０％●間取り／３ＬＤＫ～

４ＬＤＫ●専有面積／７２.１５ｍ2～９８.７５ｍ2●（中略）●売主／株式会社ＫＺ　△市×町３

－４－５　国土交通大臣（６）第６７５５号　（社）不動産協会会員●施工／××建設株式会社●

管理会社／××不動産管理株式会社

１．このマンションのある用途地域内に、病院を建築することができる。

２．このマンションを購入する際に、仲介手数料は不要である。

３．このマンションの最寄り駅からの徒歩による所要時間は、直線距離８０メートルを１分として計算

して表示している。

４．この広告に掲載されている専有面積は、一般的に登記簿上の専有面積より大きい。
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問９

　美代さんは、第二子の出産に際しては育児休業制度を利用して、その後も現在の会社に勤め続けるつ

もりでいる。そこで、ＦＰの山本さんに、雇用保険の育児休業給付について質問をした。美代さんの育

児休業給付を表す下図の空欄（ア）、（イ）に入る支給総額および支給額を計算して、その額を解答欄に

記入しなさい。なお、第二子の出産予定日は平成２０年１２月２８日であり、育児休業中の美代さんに

は賃金が支払われないものとする。

＜育児休業基本給付金＞

休業開始時賃金日額

１０,０００円
×

支給総日数

３００日
×給付率＝

支給総額

（ ア ）円

＜育児休業者職場復帰給付金＞

休業開始時賃金日額

１０,０００円
×

基本給付金支給総日数

３００日
×給付率＝

支給額

（ イ ）円

出産
育児休業

開始
育児休業終了

職場復帰
職場復帰後
６ヵ月経過
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問１０

　美代さんは、第二子を妊娠中の今、信夫さんに万一のことがあった場合、公的年金からどのような給

付が受けられるのかが気になり始めた。下図のうち、信夫さんが死亡した場合に美代さんに支給される

遺族給付として、最も適切なものはどれか。なお、第二子は信夫さんの死亡後に生まれるものとし、美

代さんは信夫さんの死亡後は厚生年金に加入しないものとする。また、６５歳以後の遺族厚生年金と老

齢厚生年金の併給調整については考慮しないものとする。

信夫

死亡

第二子

誕生

第一子

１８歳年度末

第二子

１８歳年度末

美代

６５歳

遺族厚生年金

遺族基礎年金 中高齢寡婦加算

１．

信夫

死亡

第二子

誕生

第一子

１８歳年度末

第二子

１８歳年度末

美代

６５歳

遺族厚生年金

遺族基礎年金 中高齢寡婦加算

２．

信夫

死亡

第一子

１８歳年度末

第二子

誕生

第二子

１８歳年度末

美代

６５歳

遺族厚生年金
３．

遺族基礎年金

信夫

死亡

第一子

１８歳年度末

美代

６５歳

遺族厚生年金

遺族基礎年金

４．

第二子

誕生

第二子

１８歳年度末
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【第２問】下記の設例に基づき、次の各問（問１１）～（問２０）について解答しなさい。

＜設例＞

松村幸宏さん（５９歳）は、現在、上場企業に勤務する会社員で、６０歳到達時に定年退職を迎え

る予定である。

幸宏さんとしては、末子も来年就職が決まっており、教育費負担もなくなることなどから、定年後

は悠々自適の生活を送りたいと考えていたが、先日、会社が主催する定年退職者向けのセミナーに

夫婦で参加し、いろいろな話を聞いて以来、定年退職後のライフプランや資金計画について不安を

覚えるようになった。そのため、ＦＰで税理士でもある宮崎さんに相談することにした。なお、下

記のデータはいずれも平成２０年９月１日現在のものである。

［家族構成］

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考

松村　幸宏 本人 昭和２４年３月２０日 ５９歳 会社員

　　　登志子 妻 昭和２６年５月１１日 ５７歳 専業主婦

　　　健太郎 長男 昭和５５年８月３０日 ２８歳 社会人・別居

　　　真希 長女 昭和６１年６月２０日 ２２歳 大学４年生・同居

［松村家の状況］

○ 幸宏さんは、２２歳で大学卒業後、すぐにＭＮ株式会社に就職し、現在に至る。定年退職後は

継続雇用や関連会社への出向の選択肢もある。

○ 登志子さんは、短大卒業後、すぐにＭＮ株式会社に就職し、幸宏さんと職場結婚をしたが、長

男出産を機に昭和５５年３月末に退社した。その後はずっと専業主婦である。

［松村家の年収］

幸宏さんの給与収入：年収８２０万円（税込み）

［住宅および住宅ローン等の状況］

・ 住宅：持ち家。一戸建て。時価１,８００万円

・ 住宅ローン：残債約３５０万円（途中で繰上げ返済や借換えなどを行っており、現在は銀行の

変動金利型ローンを利用（毎月返済のみ）、平成２２年１２月末完済予定）

・ 住宅ローン以外の負債はない。

［生命保険の加入状況］

・ 定期保険特約付終身保険（１０年更新型／６３歳保険料払込満了）

契約形態：契約者・被保険者＝幸宏さん、死亡保険金受取人＝登志子さん

死亡保険金：２,５００万円
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・ 医療保険（終身／６４歳保険料払込満了）

契約形態：契約者・被保険者＝幸宏さん

入院給付金：病気・ケガ　１０,０００円／日額（１入院１２０日・通算１,０００日限度）

・ 都民共済（６０歳まで更新する予定）

契約形態：契約者・被保険者＝登志子さん

入院共済金：病気　４,５００円／日額　事故　５,０００円／日額

死亡共済金：病気　４００万円　交通事故　１,０００万円

［保有金融資産（積立ておよび生命保険を除く）］　残高合計１,６３８万円（時価）

名義 商品名 残高

普通預金 ２００万円

スーパー定期３年 ３００万円

定額貯金 ３００万円

米国国債（ゼロクーポン債） １５９万円

ユーロ建てＭＭＦ １２４万円

幸宏さん

バランス型ファンド（毎月分配型） 　９７万円

ネット定期１年 １００万円

個人向け国債１０年 ２００万円登志子さん

上場株式 １５８万円

［積立て］　残高合計３２０万円

名義 商品名 残高 積立金額

財形年金貯蓄（貯蓄型） ３００万円 ５万円／月額
幸宏さん

積立定期（注１） 　２０万円 ２万円／月額

（注１）一定の金額になったら一部解約をして、他の金融商品に預替えをしている。
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問１１

　幸宏さんは、今のところ定年退職後は働かない予定で、ＦＰの宮崎さんにリタイア後のキャッシュフ

ロー表を作成してもらったところ、公的年金が満額支給される６５歳以降も収支は厳しいことを実感し

た。仮に、公的年金が下記のように支給されるものとした場合、次のキャッシュフロー表中の空欄（ア）

～（ウ）に入る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、解答で万円未満が生じ

るときは、万円未満を四捨五入することとし、同じ数値を何度選んでもよいこととする。

＜幸宏さん定年退職後の計算の前提＞

・ 計算過程では端数処理を行わず、毎年、項目ごとに万円未満を四捨五入する。

・ 幸宏さんの収入は年金収入のみで、２０１４年以降は年額２４５万円（税込み）支給されるも

のとする（計算上、物価上昇は考慮しない）。

・ 所得控除は基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除（国民健康保険料および介護保険料など年

額２５万円）のみとする。ただし、基礎控除、配偶者控除の額は、今後も変わらないものとす

る。

・ 計算の便宜上、所得控除額については所得税と住民税を同額（所得税ベース）とし、課税年度

も所得税と住民税を同一とし、税額計算に当たっては、「所得税・住民税合算税額速算表」を使

用するものとする。

・ 妻は控除対象配偶者に該当し、２００９年以降扶養控除の対象となる者はいないものとする。

・ 長男および長女が２９歳時点で結婚援助金としてそれぞれ１５０万円（２００８年現在価値）

を支出する予定である。

・ キャッシュフロー表上の公的年金の項目の金額は、可処分所得の計算に基づき算出している。

・ 問題作成の都合上、一部空欄にしてある。また、設例および計算の前提、キャッシュフロー表

の数字は正しいものとし、与えられている条件以外は考慮しないものとする。

＜語群＞

１５４　　　　 １５５　　　　 １５６　　　　 １９６　　　　 ２１６　　　　 ２２０

２,９４５　　　３,１２４　　　３,１５９
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＜キャッシュフロー表＞ （単位：万円)

経過年数 現在 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
項目／西暦（年） ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６
　　　平成（年）

上昇率
２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

松村幸宏 夫 ５９ ６０ ６１ ６２ ６３ ６４ ６５ ６６ ６７
登志子 妻 ５７ ５８ ５９ ６０ ６１ ６２ ６３ ６４ ６５
健太郎 長男 ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６

家
族
／
年
齢真希 長女 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

給与収入（夫） ０.００％ ６４６ １６１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
公的年金（夫） ０.００％ ９３ １３９ １３９ １３９ １３９ (　ア　)
公的年金（妻） ０.００％ ９ １５ １５ ２４ ３１ ７０
その他の収入 ０.００％ ０ ２,０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

収
入

収入合計 ６４６ ２,２５４ １３９ １４８ １５４ １５４

基本生活費 ０.５０％ ３００ ２５６ ２５７ ２５９ ２６０ ２６１ ２６２ ２６４ ２６５
住居費 ０.００％ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０ ２０
住宅ローン ０.００％ １５０ １５０ １５０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
教育費 １.００％ ８３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
保険料 ０.００％ ４６ ４６ ４６ ４４ ２４ ５ ０ ０ ０
結婚援助金 ０.５０％ １５１ (　イ　)
その他の支出 ０.５０％ ５０ ５０ ５１ ５１ ５１ ５１ ５２ ５２ ５２
車の買替え ０.５０％ ２００
趣味・旅行など ０.５０％ ５０ ２０ ２０ ５０ ２０ ２０ ２０ ５０

支
出

支出合計 ８４９ ７２３ ５４４ ３９４ ４０５ ３５７ ３５４ 　 ３８７

年間収支 ▲２０３ １,５３１ ▲４０５ ▲２４６ ▲２５１ ▲２０３

金融資産残高 １.００％ １,９７８ ３,５２９ (　ウ　)

＜所得税・住民税合算税額速算表＞

課税所得金額 税率 控除額

１９５万円以下 １５％ －

１９５万円超 ３３０万円以下 ２０％ ９.７５万円

３３０万円超 ６９５万円以下 ３０％ ４２.７５万円

６９５万円超 ９００万円以下 ３３％ ６３.６万円

９００万円超 １,８００万円以下 ４３％ １５３.６万円

１,８００万円超 ５０％ ２７９.６万円

＜公的年金等控除額速算表＞

納税者区分 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額

１３０万円 未満 ７０万円

１３０万円 以上 ４１０万円 未満 収入金額×２５％＋　３７.５万円

４１０万円 以上 ７７０万円 未満 収入金額×１５％＋　７８.５万円
６５歳未満の者

７７０万円 以上 収入金額×　５％＋１５５.５万円

３３０万円 未満 １２０万円

３３０万円 以上 ４１０万円 未満 収入金額×２５％＋　３７.５万円

４１０万円 以上 ７７０万円 未満 収入金額×１５％＋　７８.５万円
６５歳以上の者

７７０万円 以上 収入金額×　５％＋１５５.５万円
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問１２

　幸宏さんは、現在、終身型の医療保険に加入しているが、年齢とともに、病気やケガで入院した場合、

入院期間が長期化したり、入退院を繰り返したりすることに不安を感じ、ＦＰの宮崎さんに複数回入院

した場合の入院給付金についての説明を受けた。次の入院給付金支払い条件下において、＜ケース１～

３＞の場合、幸宏さんの医療保険から支払われる入院給付金の額について、空欄（ア）～（ウ）に入る

適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととす

る。

［入院給付金支払い条件］

・ 入院５日目から受け取れる。（免責４日間）

・ １入院支払限度日数：１２０日

・ 通算支払限度日数　：１,０００日

・ 前回入院の退院日の翌日から１８０日以内に同じ病気または関連する病気で再度入院した場合は、

一入院とみなされる。

＜ケース１＞

幸宏さんが４５日入院した後、退院日の翌日から１８３日目に同じ病気が原因で９０日入院した場

合、合計で（　ア　）万円の入院給付金を受け取ることができる。

＜ケース２＞

幸宏さんが４５日入院した後、退院日の翌日から１５０日目に同じ病気が原因で８０日入院した場

合、合計で（　イ　）万円の入院給付金を受け取ることができる。

＜ケース３＞

幸宏さんが４５日入院した後、退院日の翌日から５０日目にまったく別の関連性のない病気が原因

で３５日入院した場合、合計で（　ウ　）万円の入院給付金を受け取ることができる。

＜語群＞

７０　　　７２　　　９０　　　１１７　　　１２０　　　１２５　　　１２７　　　１３１

１３５
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問１３

　幸宏さんは、現在、バランス型ファンド（毎月分配型）を保有しており、そのコストについて、ＦＰ

の宮崎さんに説明を求めた。次の＜資料＞は、幸宏さんが保有しているバランス型ファンド（毎月分配

型）の目論見書に記載されている内容の抜粋である。＜資料＞の空欄（ア）～（エ）に入る適切な語句

の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
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＜資料＞

■直接ご負担いただく費用・税金

時　期 項　目 費用・税金

お買付時 申込手数料

（　ア　）が別に定めるものとします。

なお、（　ア　）におけるお買付時の申込手数料の料率の上限

は、３.１５％（税抜３.０％）です。

ご換金時

（解約請求の場合）
所得税および地方税

１万口当たり　解約請求受付日の（　イ　）の基準価額の個別

元本超過額に対して………………………………………１０％
※

収益分配時 所得税および地方税 （　ウ　）に対して ……………………………………１０％
※

償還時 所得税および地方税 １万口当たり　償還価額の個別元本超過額に対して…１０％
※

※個人の受益者の場合。平成２１年から原則として２０％になります。

（注）ご換金時、収益分配時、償還時の税金について、詳しくは、交付目論見書本文の該当箇所を

ご参照下さい。

・ 申込手数料に対する消費税等に相当する金額をご負担いただきます。

・ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

■信託財産で間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用

時　期 項　目 費　　用

毎　日 信託報酬 総額 （　エ　）に対して…………………………
年率１.３１２５％

（税抜１.２５％）

信託報酬の配分は、（　エ　）に対し次のとおりです。

委託会社 販売会社 受託会社

３００億円未満の場合
年率０.５２５％

（税抜０.５０％）

年率０.７３５％

（税抜０.７０％）

３００億円以上

１,０００億円未満の場合

年率０.４７２５％

（税抜０.４５％）

年率０.７８７５％

（税抜０.７５％）

１,０００億円以上の場合
年率０.４２％

（税抜０.４０％）

年率０.８４％

（税抜０.８０％）

年率０.０５２５％

（税抜０.０５％）

・ 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資

産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

・ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

（注）詳しくは、交付目論見書本文をご参照下さい。

１.（ア）運用会社　　（イ）翌営業日　　　（ウ）普通分配金　　（エ）資産総額

２.（ア）販売会社　　（イ）翌々営業日　　（ウ）特別分配金　　（エ）純資産総額

３.（ア）販売会社　　（イ）翌営業日　　　（ウ）普通分配金　　（エ）純資産総額

４.（ア）運用会社　　（イ）翌々営業日　　（ウ）特別分配金　　（エ）資産総額
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問１４

　平成１９年９月に施行された「金融商品取引法」において、金融商品取引業者が守るべき主な販売・

勧誘ルールの１つに「適合性の原則」がある。この概要について３００字程度で述べなさい。

問１５

　幸宏さんが、６０歳到達時に定年退職をして、仮に退職金を２,２００万円受け取った場合の手取り

額（所得税および住民税控除後の金額）として、正しいものはどれか。幸宏さんは、大学卒業後の昭和

４６年４月１日に入社し現在に至るが、在職中に病気により１年間休職している。なお、退職所得の受

給に関する申告書は、退職時に提出するものとし、税額の計算に際しては、退職所得から差し引く所得

控除はないものとする（所得控除はすべて総合課税となる所得から差し引かれるものとする）。税額控

除および本問に記載のないデータ、情報等については考慮しないものとする。

＜所得税の速算表＞

課税される所得金額 税率 控除額

１,０００円 から １,９４９,０００円 まで 　５％ ０円

１,９５０,０００円 から ３,２９９,０００円 まで １０％ ９７,５００円

３,３００,０００円 から ６,９４９,０００円 まで ２０％ ４２７,５００円

６,９５０,０００円 から ８,９９９,０００円 まで ２３％ ６３６,０００円

９,０００,０００円 から １７,９９９,０００円 まで ３３％ １,５３６,０００円

１８,０００,０００円 以上 ４０％ ２,７９６,０００円

（注）課税される所得金額の１,０００円未満の端数は切捨て

＜個人住民税の税率＞

税　　率課税される所得金額

（千円未満切捨て） （都）道府県民税 市（区）町村民税

一　　律 ４％ ６％

１．　２１,８４２,５００円

２．　２１,８５３,０００円

３．　２１,９０２,０００円

４．　２１,９６５,０００円
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問１６

　幸宏さんの父は、平成１９年３月１５日に心筋梗塞により死亡した。実家の土地と家屋は、幸宏さん

と幸宏さんの母が２分の１ずつ相続し、母が一人で居住を続けていた。母は、父の死後、急激に認知症

が悪化したため、平成２０年４月１日に有料老人ホームに入所したが、再び実家に戻り一人暮らしを続

けられる見込みがないため、幸宏さんは実家の土地と家屋の売却を検討している。そこで、居住用財産

を譲渡した場合の３,０００万円特別控除の適用が受けられるかどうか、ＦＰの宮崎さんに説明を求め

た。宮崎さんが行った次の説明の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号

のみを解答欄に記入しなさい。なお、売却した年の前年および前々年にこの特例または居住用財産の買

換えや交換の特例、居住用財産の譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例の適用は受けてい

ないものとする。

居住用財産を売却したときは、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高３,０００万円まで

控除ができる特例がある。この特例は、（　ア　）から（　イ　）を経過する日の属する年の１２

月３１日までにその居住用財産を売却した場合に適用を受けることができる。従って、この特例の

適用を（　ウ　）。

＜語群＞

１．平成１９年３月１５日　　　２．平成２０年４月１日　　　３．平成２０年１２月３１日

４．　１年　　　 ５．　２年　　　 ６．　３年

７．幸宏さんの母が受けることができる

８．幸宏さんの母と幸宏さんが受けることができる

９．幸宏さんの母と幸宏さんはいずれも受けることができない
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問１７

　長男の健太郎さんは、来年結婚をする予定である。結婚に伴い、生命保険の加入および見直しについ

て検討している。健太郎さんが生命保険の申込み後にクーリングオフをした場合、以下の（ア）～（ウ）

の記述のうち、クーリングオフ制度が適用される場合には○、適用されない場合には×を解答欄に記入

しなさい。なお、保険期間はすべて１年超の契約とする。

（ア）健太郎さんが郵便を利用する方法によって契約の申込みをした場合。

（イ）健太郎さんが預金をするため銀行に行ったところ、勧誘を受けて、その場で契約の申込みをした

場合。

（ウ）外務員の勧めで、健太郎さんが現在加入している生命保険の保険金額を増額した場合。

問１８

　幸宏さんは、先日１０年ぶりに高校時代の同窓会に出席し、そこで、仲の良かった友人が自己破産し

たという話を聞いた。自己破産に関する次の（ア）～（ウ）の記述について、適切なものには○、不適

切なものには×を解答欄に記入しなさい。

（ア）自己破産した場合、国が発行している官報や本籍地の市町村役場の破産者名簿に名前等が記載さ

れるとともに、破産した事実が戸籍謄本や住民票にも記載される。

（イ）自己破産した場合、一定期間、弁護士や公認会計士、税理士などの職業や資格に就けなくなると

いった資格制限を受ける。

（ウ）自己破産した場合、金融機関などが共有する個人信用情報に登録されるため、破産後、一定期間

は、新たに金融機関から借入れをしたりクレジットカードを作ることはできない。
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問１９

　幸宏さんは、６０歳に達した翌月の平成２１年４月から、報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受ける

ことができる。ただし、幸宏さんが６０歳以後も会社勤めをして厚生年金保険に加入したとすると、老

齢厚生年金は給与に応じて一部もしくは全部が支給停止される、いわゆる在職老齢年金となる。次の＜前

提条件＞および＜資料＞に基づいて、平成２１年４月分として幸宏さんに支給される在職老齢年金の額

を計算し、その額を解答欄に記入しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位

に従うこととする。

＜前提条件＞

平成２１年４月分の老齢厚生年金の額（基本月額） 　１１万円

平成２１年２月以前 　５３万円
標準報酬月額

平成２１年３月以降 　２０万円

平成２１年４月以前１年間の総額 １８０万円
標準賞与額

平成２１年５月以降１年間の総額 　３０万円

＜資料：６０歳台前半の在職老齢年金の支給停止額＞

・ 総報酬月額相当額＋基本月額が２８万円以下の場合

総報酬月額相当額および基本月額にかかわらず、支給停止されない。

・ 総報酬月額相当額＋基本月額が２８万円を超える場合

基本月額 総報酬月額相当額 支給停止額

４８万円以下 （総報酬月額相当額＋基本月額－２８万円）×１／２

２８万円以下
４８万円超

（４８万円＋基本月額－２８万円）×１／２

＋（総報酬月額相当額－４８万円）

４８万円以下 総報酬月額相当額×１／２
２８万円超

４８万円超 ４８万円×１／２＋（総報酬月額相当額－４８万円）
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問２０

　幸宏さんは、６０歳の定年退職後も働くかどうかの検討材料の一つとして、６０歳の定年退職後の医

療保険および公的年金の保険料負担について、ＦＰの宮崎さんに説明を求めた。幸宏さんの６０歳直後

（平成２１年３月）の次の２つのそれぞれのケースについて、幸宏さんと妻の登志子さんの医療保険お

よび公的年金の保険料月額の合計額を計算し、その額を解答欄に記入しなさい。解答に当たっては、解

答用紙に記載されている単位に従うこととする。なお、幸宏さんの会社は政府管掌健康保険の適用事業

所であり、登志子さんは今後も専業主婦であるものとする。また、保険料率および保険料額は＜資料＞

に基づくものとする。

ケース１．幸宏さんが現在の会社に勤め続けるケース。３月以降の標準報酬月額は２０万円。賞与はな

し。

ケース２．幸宏さんが退職し、再就職をしないケース（幸宏さんは国民年金への任意加入もしないもの

とする）。退職後の医療保険は、健康保険の任意継続被保険者となる。なお、退職時の標準

報酬月額は５３万円、標準賞与額は９０万円×年２回。

＜資料＞

制度 保険料率（保険料額）

健康保険（※） 標準報酬月額および標準賞与額×　９.３３％（介護保険分を含む）

厚生年金保険 標準報酬月額および標準賞与額×１５.３５％

国民年金 月額１４,４１０円

※全被保険者の標準報酬月額の平均額は２８万円とする。


